
Audiology Japan, 27, 181•`184, 1984

身体障害者福祉法該当補聴器の調査

川崎市身体障害者更生相談所

小出 和生, 鳥山 稔

身体 障害者 福祉 法 (以下 「福祉 法 」) 該 当器 種 と して,

 現在販売, 交 付 され て いる補聴 器 は, 国産 品, 外 国製

を合わ せ る と, か な りの数 にの ぼ ってお り, 選 択 の幅

が広が って きて い る といえ る。 殊 に, 昭和58年 度 よ り

正式 に耳 掛型 補聴 器 が福祉 法 で み とめ られ るよ うにな

り器種が増 加 した。

補聴器 につい て は, JIS C-5512-1981に 基 づ い て規

格 が定 め られ て い るが, これ らの福 祉 法該 当器種 が,

 どの様 な特 性 を持 ち, 福 祉 法 の規 準 に合 致 してい るか

どうか につ いて調 査 を行 ない検 討 を加 えた 。

1. 方 法

当所 で入 手 す る こ との 出来 た福 祉 法該 当器 種, 標 準

型17器 種 (箱型9器 種, 耳掛 型8器 種), 高度 難聴 用15

器種 (箱型9器 種, 耳掛 型6器 種), 合計32器 種 につい

て, 任 意 の1台 を選 び出 し, JIS C-5512-1981の 規 定 に

基づ いて, B & K社 製 の補聴 器 特 性検 査 装 置 を用 い て

実測 した。

2. 結 果

規準周 波数 レス ポ ンス; 図1に 示 した様 に, 箱型 は装

備 されて い るイヤ ホ ンの タイ プ によ って周波 数 レスポ

ンスの形が 変化 す る。 イ ヤホ ンの タ イプ は, 1000Hz以

上 に ピー ク を有 す るP型, 広帯域 出力 のW型, ピー ク

の無 い中間 的 な帯域 を持 つN型 に分 け られ た。

標準 型で は, N型 イヤ ホ ンが標 準 装備 されて い る も

のが最 も多 く9器 種 中6器 種 で あ り, W型 は2器 種,

 P型 は1器 種 のみ で あった。

高度 難聴 用 で は, P型 イヤ ホ ンを標準 装備 して い る

ものが多 く9器 種 中5器 種, N型 は3器 種, W型 は1

器種 のみ で あっ た。

耳掛 型 で は, 標 準型 と高 度難聴 用 との間 に は, レス

ポンスの差 異 は み とめ られ な か った 。 音 響 ダ ンパ ー を

入れ たEフ ックが標 準 装備 された1器 種 を除 き, どれ

も1000Hz付 近 にか な り高 い ピー ク を有 して いた。

規準周波数の範囲; 規準周波数の範囲は, 表1に 示し

た とお り, 箱型, 耳 掛型 とも標 準型 の方 が高 度難聴 用

よ り広 い帯 域 を持 つ ものが 多か った。 箱 型 と耳掛 型 と

を比 較 してみ る と, 下 限の 周波 数 (f1) で は箱 型 の方 が

帯 域 の広 い ものが 多 く, 上 限 の周波 数 (f2) で は耳 掛型

の方が帯 域 の広 い もの が多 くみ られ た。

90dB最 大 出力 音圧 レベル ピー ク値; 福 祉 法で は, 最大

出力音圧 が135dB以 上 の もの を高 度難 聴 用, 134dB以

下 の もの を標準 型 として規定 して い る。

図1
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標 準型 に つい てみ る と, 箱 型, 耳掛 型 とも134dBを

越 え る器 種 は み られ なか つた。 130dBを 越 え る もの

は, 箱型, 耳 掛型 にそれ ぞれ1器 種 ず つ み られた 。

高度 難聴 用 で は, 箱型 はすべ て135dB以 上 で あった

が, 耳掛型で は6器 種 中2器 種が135dBに 満たなか った。

最大 音響 利得; 図2に 示 した とお り, 標 準型, 高度 難

聴 用 とも, 箱 型 に比 べ て耳掛 型 の最大 音 響利 得 は低 い

傾 向 を示 した。 各 器種 の平均 値 で み る と, 標 準型 で は

約20dB, 高 度難 聴 用 で は約14dBの 差 が み とめ られ

た 。

また, 高 度難 聴 用の耳 掛型 と標 準 型 の箱型 を比 較 し

てみ る と, 高度 難聴 用 の耳掛 型 の方 が最 大音 響利 得 が

低 い傾 向 を示 した。 標 準 型箱 型 で高度 難聴 用 耳掛 型 よ

り最 大音 響利 得 が低 か つた の は1器 種 のみ で あった。

出力制 限装 置; 福祉 法 で は, 最 大 出力 音圧 が120dB以

上 に及 ぶ場 合 に は, 出力制 限 装置 を設 けな くて はな ら

な い事 が規 定 されて い る。

今 回調 査 す る こ とが 出 来 た32器 種 に つ い て み る

と, 高度難 聴 用 で は全 器種 に出力制 限装置 が 装着 され

て いたが, 標 準型 で は, 5器 種 (箱型1器 種, 耳掛 型

4器 種) に出力制 限 装置 が設 け られ て いなか つた。

この5器 種 につ いて み る と, 耳 掛 型でEフ ックが標

準装 備 され て いた1器 種 をのぞ き, 他 の4器 種 はす べ

て, 90dB最 大 出 力音圧 ピー ク値 は120dBを 越 えて い

た 。

出力 制限 の方 式 は, 表2に 示 した通 り, リ ミッター

型 のPC方 式 を用 い た もの が25器 種 と多 く, コ ンプ

レ ッシ ョ ン型 の出 力制 限装 置 を装着 した もの は2器 種

のみ で あった。 可変 の 方式 は, 連続 可変 方 式 の ものが

23器 種 と多 く, 切替 式 は4器 種 と少 なか った。

出力 制 限の効 果 を1000Hzに お ける最大 利 得 との関

係 で みた のが 図3で あ る。 標 準型 で は出力 制 限の 量 と

その 際 の利 得 の低 下 が連動 して い る もの が多 くみ られ
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た。 高度 難聴 用 で は出力制 限 装置 を働 かせ て も利得 が

低 下 しに くい ものが 多か った 。

音 質調整 器; 音質 調整 器 は32器 種 中27器 種 に設 け られ

ていた 。 箱型1器 種, 耳掛 型4器 種 に は装備 され て い

なか った。

低音 減衰型 の音 質 調整 器 をつ けた もの が20器 種, 低

音 ・高音 の両 方 を減 衰 す る こ との出来 る ものが7器 種

であ った。 低 音 ・高 音 の両 方 を減 衰 出来 る もの は, 高

度難聴 用箱 型 のみ であ った。 耳掛 型 は標 準型, 高 度難

聴用 とも低 音減 衰型 で あ った。

低音 の減衰 の方 式 は, 1000Hz以 下 を カ ッ トす るバ

ス カ ッ ト型 を 用 い た の は1器 種 の み で あ り, 他 は

2000Hz～4000Hz以 下 を減衰 させ る トー ン コン トロー

ル方式 で あ った。

バ ス カ ッ ト型 をの ぞ く トー ン コン トロー ル型26器 種

について そ の効 果 を500Hzで の減衰 量 で み る と, ほ と

ん どが10dB～15dBで あ り, 平 均 は11dB (最小5dB

～最大22dB) で あっ た。

3. 考 察

(1) 規 準周 波数 レス ポ ンス は, 箱型 と耳 掛型 で は差

が み とめ られた。 箱型 で は凹 凸 の少 くな いN型 イヤ ホ

ンを装備 した もの と, 高 い 出力 を必 要 とす る場 合 に使

用 す るP型 イヤ ホ ン を装備 した もの とに大 き くわ け ら

れたが, 耳 掛型 の場 合 は, 1000Hz付 近 の ピー クか ら高

音域 にい くつか の 山 と谷 が み られ る。 この 山谷 のあ る

もの は周囲 の騒音 の影響 を受 けやす く, 言語 音が マ ス

クされ やす い。

最近, 補聴 器 の実 耳効 果 が重視 され る様 にな り, 音

響ダ ンパ ー を入 れ たEフ ックが各 社 よ り供給 されて い

る。 このEフ ックを装着 す る とカプ ラー レス ポ ンスが

改善 し, 山谷 が減少 す る。 今 回調査 出来 た耳 掛型14器

種 につい てみ る と, このEフ ックを標 準装備 して いた

もの は1器 種 の みで あ った。 Eフ ックを装 着す る こと

で, 耳 掛型 の欠点 が消 え, 平坦 な特 性 が得 られ るので

あるか ら, Eフ ックを装着 した状態 が標 準 の状 態 と考

えるべ きで あ ろ う。 今 後Eフ ック を標 準装 備 した器 種

が 出て来 る ことが期待 され る。

(2) 補聴 器 のJISが 改訂 され, C-5512-1981と な り,

 それ に連 動 して福 祉 法の規 準 の数値 も変更 された 。 福

祉法 の規 定 は, 旧JISで は最 大 出力 音圧130dBを 超 え

る もの を高 度 難 聴 用, 129dB以 下 を標 準 型 と して い

た。 新JISで は, 135dB以 上 を高 度難 聴 用, 134dB以

下 を標 準 型 とす る様 に変 更 さ れ た。 これ は新JISが

90dB最 大 出 力音 圧 ピー ク値 に つい て は, 表 示 値 を超

えない こ とと規定 して い るため, 各 メー カー の表示 値

が実 測値 に安 全値 (4dB位 が多 い) を加 えてあ るた め

と考 え られ る。

今 回の調査 で, 高 度難聴 用 耳掛 型 に2器 種, 実 測値

が134dBの もの が み られ たが, これ も公称 値 が実 測値

に安全 値 を上 の せ して考 え る ので あれ ば135dB以 上

とな る。 また, 実 測値 が 旧規格 の130dB以 上 で あ るの

で 規準 に該 当 して い る と考 え られ る。

また, 標 準型 で箱 型1器 種, 耳掛 型1器 種 ピー ク値

の実測 値 が134dB, 133dBに 達 す る ものが み られた 。

これ は, メー カー側 の安 全値 が どの程度 の 幅で あ るか

に も よるが, 安全 値 を加 える と135dBを 超 えて しま う

可 能性 が 高 い。 また 旧規格 の実 測値 で い えば, 130dB

を超 えてお り, 標 準型 の規 準 に該 当 しな い と考 え られ

た。

(3) 福 祉法 の規 格 で は, 最 大 出力音 圧 が120dBを 超

える器種 につい て は, 出力 制 限装 置が 備 え られな けれ

ば な らない こ とに なっ てい る。 この数 値 につ いて は,

 福 祉 法 の 旧規 定 も新規 定 も同 じ数 値 を採 って い る。

今 回 の調査 で は, 出力制 限 装置 を備 えて いな い もの

が, 耳掛 型4器 種, 箱型1器 種, 計5器 種 み られ た。

耳 掛 型 でEフ ック を装 備 し て い た1器 種 を の ぞ き,

 90dB最 大 出力音 圧 レベ ル ピー ク値 の 実測 値 は120dB

を超 えて いた。 この点 で は これ らの 器種 は福祉 法 標準

型 の規 準外 と考 え られ た。

福 祉 法 の規定 で は, 「最 大 出力 音圧 」とい う用語 が用

い られ て い るが, その 内容 は, 高度 難聴 用 と標 準型 と

を分 け る場 合 に は, 新JISの90dB最 大 出 力音 圧 レベ

ル ピー ク値 の公 称値 を意 味 し, 出力 制 限装置 の場 合 は

実測値 を意味 してい る様 で あ る。 明確 に公 称値 と実 測

値 に分 けて表 示 され るべ きで あろ う。

(4) 音 質調整 器 は, 32器 種 中27器 種 に装備 され てい

た が, 減衰 量 は, 500Hzで の減衰 量 が平 均11dBと は必

ず しも十 分 とはい えなか った。

また音 質調 整器 を設 けてい な い器 種 が5器 種 あった

こ とと, 低音 の減 衰 が2段 切替 (N-H) の ものが12器

種 あ った こ とを合 せ考 え る と, 感 音性 難聴 の高 音部 の

低 下 してい るオ ー ジオ グラ ムへ実 耳利 得 を推定 して調

整 して い く場 合 には, 調 整 の幅が 狭 い と考 え られ た。

(5) 32器 種 中, JIS C 5512-1981に 基 づ いて, その器

種 の性能 を表示 してあ った もの は, 国産 の13器 種 と外

国製19種 中4器 種 のみ で あった。 福祉 法 がJISに 準拠

して い る以 上, 外 国製 品で あ って もJISに 従 って性能
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の表 示 を行 ない, 公称 値 を明示 す べ き と考 え られ た。

今後 の改 善が 望 まれ た。

4. ま と め

福 祉法該 当補聴 器 につ いて, 福 祉法 の規 準 に合致 し

て い るか ど うか を検討 した。 ほ とん どの器種 は, 規 準

に合 致 して いたが, 若 干 の器種 につ いて は, 規 準外 と

考 え られ た。 福 祉 法 の規準 に も矛盾 す る点 が み られ今

後 の改善 が期 待 され る。

A Test of Hearing Aids Admitted by Welfare Law 

for Physically Disabled Persons

Kazuo Koide, Minoru Toriyama

Rehabilitation Center for Physically Disabled 

Persons of Kawasaki City

Thirty-two kinds of hearing aid, 17 box type and 

15 B. T. E.-type, were tested according to Japanase 

Industrial Standard (JIS C5512-1981) whether they 

fulfil or not the requirments given by the welfare 

law for physically disabled persons. Four did not

 meet to the requirments and they had no maximum 

control of the out put of sound. Five had no tone 

control, and it was supposed that they had difficulty 

to fit to the patients' ears according to their audio

grams.

The requirments of the welfare law seemed un

satisfactory, and the authors concluded that the 

requirments should be revised.
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